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大崎町有害鳥獣電気柵設置事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は，有害鳥獣からの農作物への被害を未然に防止するための電気柵

を設置した場合に，当該設置に要した経費に対して予算の範囲内で補助金を交付す

ることについて定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。

（用語の定義）

第２条 この要綱において，電気柵とは被覆をしない電線を柵状にして田畑の外周に

設置し，これに電流を流すことにより，有害鳥獣の侵入を防止する機能を果たす設

備をいう。

（補助対象）

第３条 補助金は，次の各号のいずれかに該当する者とし，年度内に限度額100,000

円に達した者は対象としない。

(1) 町内に住所を有する者で，専ら農業に従事し今後とも積極的に農産物の生産に

取組む意思がある者

(2) その他町長が認めた者

（補助金の額）

第４条 補助金の額は，１申請につき補助対象経費の２分の１以内とし，50,000円を

その限度額とする。

（補助金の交付申請）

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は有害鳥獣電

気柵設置事業補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添え，町長に提

出しなければならない。

(1) 事業計画書（第２号様式）

(2) 収支予算書（第３号様式）

(3) その他町長が必要と認める書類

（補助金の交付認定）



2/4

第６条 町長は，前条の申請があつた場合は，その内容を審査し補助金を交付するこ

とが適当であると認めたときは，有害鳥獣電気柵設置事業補助金交付認定書（様式

第４号）を交付する。

（完了報告）

第７条 申請者は，事業が完了した時は，遅滞なく有害鳥獣電気柵設置事業補助金完

了報告書（第５号様式）に次に掲げる書類を添え，町長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書（第６号様式）

(2) その他町長が必要と認める書類

（補助金の交付）

第８条 町長は，前条の規定により，完了報告書等を受理した場合は，書類を審査し，

又は，必要に応じ確認検査を行い適当であると認めたときは，補助金の額を確定し

補助金交付通知書（第７号様式。以下「指令書」という。）を交付する。

（補助金の請求）

第９条 申請者は，補助金を請求しようとするときは，請求書に指令書の写しを添え

て町長に提出しなければならない。

（施設の譲渡等の制限）

第10条 補助金の交付を受けた施設は，補助金を受けた日から３年間これを譲渡し，

その用途を変更し，又は仕様を廃止することはできない。ただし，特別の事由によ

り町長の許可を受けた場合は，この限りでない。

（交付決定の取消し又は補助金の返還）

第11条 町長は，補助事業者から次の各号の一に該当するときは，補助金交付の決定

を取消し，若しくは変更し，又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を

命ずることができる。

(1) 補助金交付申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 事業の施工について不正の行為があつたとき。

(3) 補助事業の施工方法で不適当であると認められるとき，又は完成の見込がない

と認められるとき。

(4) その他この要綱の規定に違反したとき。

（その他）
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第12条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は町長が定める。

附 則

この要綱は，公示日から施行し，平成25年４月１日から適用する。
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